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令和５年度 第３回定例教育委員会 議事録 
 

 

■ 日  時 令和５年６月７日（水）午後３時００分～午後３時５１分 

 

■ 場  所 和束町体験交流センター 会議室 

 

■ 出席委員 教育長        岡 田 善 行 

委員         石 橋 常 男 

委員         村 田 年 宏 

委員         上 村 恵 子 

 委員         鈴 木 慶 一 

 

■ 説 明 員 教育次長       竹 谷 正 則 

学校教育課長     竹 谷 徹 也 

 

■ 事 務 局 教育次長       竹 谷 正 則 

       学校教育課課長代理兼指導主事 

  谷 本 源 房 

       学校教育課教育総務係長兼学校教育係長 

    山 﨑 進 吾 

       学校教育指導員兼社会教育指導員 

   稲 垣 公 美 

 

■ 傍聴者数 ０人 

 

■ 議事日程 

       日程１ 議事録の承認 

       日程２ 議事録署名委員の指名 

       日程３ 会期の決定 

       日程４ 諸般の報告 

日程５ 議案第８号 和束町史編さん事業に係る報償費及び費用弁償の 

支給に関する要綱の一部を改正する要綱 

日程６ その他 
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■ 議  事 

岡田教育長 

 ただ今から、令和５年度第３回定例教育委員会を開会します。 

 日程第１、「議事録の承認」を議題とします。 

 第２回定例教育委員会の議事録は、事前に配布しております。議事録について、ご意

見、ご質問があれば、お受けしたいと思います。質問等のある方は挙手願います。 

 

（各委員より「なし」の声あり） 

 

岡田教育長 

 特に、ご意見、ご質問がありませんので、これを承認することとします。 

 日程第２、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の議事録署名委員は、上村委

員にお願いします。 

 日程第３、「会期の決定」を議題とします。お諮りします。本定例教育委員会の会期

は、本日、１日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

 

（各委員より「異議なし」の声あり） 

 

岡田教育長 

 異議なしと認めます。したがって、本定例教育委員会の会期は、本日、１日間に決定

します。 

 日程第４、「諸般の報告」を行います。 

 会議資料⑴の最初のページをご覧ください。 

 １番は、私から報告します。５月１５日から１６日にかけて、東京の銀座ブロッサム

で全国町村教育長会定期総会及び研究大会が行われましたので、出席させていただきま

した。内容は、教育功労者の表彰、その後、定期総会が実施されました。総会では、事

業計画と予算等が審議されました。午後からは、筑波大学の讃岐教授から講演がありま

した。その後、３町からの実践報告があり、１日目が終わりました。２日目は、朝から

文科省からの行政説明がありました。行政説明では、企画課長から予算に関わるところ

を重点的にされ、特に、３５人学級について、順次、進めていくという話がありました。

今年については、４年生までが３５人学級ですが、順次、５年、６年と進めていき、６

年で、小学校が３５人学級になるというふうに、順次、進めていくとのことです。働き

方改革では、給特法の法律関係等について説明がありました。以上です。ただ今の報告

について、ご意見、ご質問をお受けしたいと思います。質問等のある方は挙手願います。

よろしいでしょうか。 

 

（各委員から特にないとの声あり） 

 

岡田教育長 

特に、ご質問がないようですので、次の２番から５番までは、教育次長から報告しま
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す。よろしくお願いします。 

 

竹谷教育次長 

諸般の報告２、山城教科用図書採択地区協議会委員の選任についてです。現在、山城

地域の小学校で使用している教科用図書は、学習指導要領改訂に伴い、令和２年度から

使い始めていますが、４年毎に見直しが行われ、今年度につきましては、来年度から使

用する教科用図書を地区協議会において選定する年となっています。現在、採択地区協

議会から委嘱された山城管内の教員が調査員となり、新たに文科省の検定に合格した教

科用図書の調査・研究を行っているところです。この調査結果に基づき、地区協議会と

して小学校の各教科の教科用図書を選定するにあたり、連合教育委員会からは、村田教

育委員を採択委員に選出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。採択に係る会議日程につきましては、この後の学校教育課長からの報告事項で申し

上げます。 

 諸般の報告３、南山城村社会福祉協議会理事の推薦についてです。南山城村社会福祉

協議会理事については、石橋教育長職務代理者に就いていただいていますが、現在の任

期が６月２３日までとなっており、この度、南山城村社会福祉協議会長から任期満了に

伴う後任者の推薦依頼がありました。連合教育委員会から理事候補者として、引き続き、

石橋教育長職務代理者にご了解をいただき、推薦させていただきました。任期は２年間

となります。よろしくお願いいたします。 

 諸般の報告４、令和５年度相楽地教委連（相楽地方教育委員会連絡協議会）教育委員

・教育長合同研修会の開催についてです。木津川市、精華町、本広域連合で組織します

相楽地方教育委員会連絡協議会の教育委員・教育長の合同研修会が、来る７月７日の金

曜日に開催される予定となっています。詳細については、現在、調整中のところで、確

定次第、皆様にご連絡させていただきますが、日程については、ご予定いただきますよ

う、よろしくお願いします。現在、研修として奈良国立博物館で開催される「浄瑠璃寺

九体阿弥陀修理完成記念特別展『聖地 南山城―奈良と京都を結ぶ祈りの至宝―』」を見

学していただきたく、調整しているところです。展示内容としましては、５年に及ぶ保

存修理が完成した浄瑠璃寺九体阿弥陀像や、南山城地域の寺社に伝わる仏像や神像、絵

画、古文書、考古遺産等をご覧いただき、南山城地域の歴史や文化を再認識いただけれ

ばと考えております。添付資料をご確認ください。 

 諸般の報告５、令和５年第１回相楽東部広域連合議会臨時会についてです。６月１日

に和束町体験交流センターホールにおいて開催されました。今回は、春の統一地方選挙

において和束町議会議員選挙が行われ、和束町からの議員に入れ替わりがあり、連合議

会の議会構成が変わるため開催されました。議会構成に関する名簿は、現在、議会事務

局で作成中ですので、出来上がり次第、皆様に配布させていただきます。その他、臨時

会では、専決処分をした令和４年度補正予算が審議され、承認されました。以上です。 

 

岡田教育長 

 ただ今の報告について、ご意見、ご質問をお受けしたいと思います。質問等のある方

は挙手願います。よろしいでしょうか。 
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稲垣指導員 

 報告４番の相楽地教委連の研修会ですが、特別展開催日の１日前になっていますが、

見学することは可能ですか。 

 

竹谷教育次長 

 今回は、関係者向けの内覧会に特別招待していただけることになりました。海住山寺

のご住職が、木津川市の教育委員をされているということで、参加することができるよ

うになったものです。詳細は、分かり次第、後日、連絡させていただきます。 

 

石橋委員 

 ７月７日の研修会の開始時刻は、何時ごろになりますか。 

 

竹谷教育次長 

 午後３時頃を予定しています。招待書に詳しいスケジュールが記載されていると思い

ますので、確認次第、ご連絡させていただきます。 

 

村田委員 

 ７月７日、現地への行き方はどうされる予定ですか。過去には、和束町体験交流セン

ターに集合し、乗り合わせて現地入りしたことがあります。 

 

竹谷教育次長 

 その辺りについても、整理でき次第、ご連絡させていただきます。 

 

岡田教育長 

 その他、よろしいでしょうか。それでは、次に進ませていただきます。 

 次の諸般の報告６は、学校教育課長から報告します。よろしくお願いします。 

 

竹谷学校教育課長 

 諸般の報告６、令和５年度第２回山城教科用図書採択地区協議会の開催について、報

告させていただきます。先程、諸般の報告２で報告があったとおり、本年度は小学校用

図書採択の年度となっております。それに伴い、協議会が開催されることとなっており

ます。日時につきましては、令和５年７月２４日の月曜日、午前９時３０分から、場所

は、八幡市役所となっております。教育長、村田委員様、谷本課長代理兼指導主事にご

出席いただきたく、よろしくお願いします。時間は、午前９時３０分から午後４時３０

分頃までの予定です。よろしくお願いします。参考の添付資料をご覧ください。今年度

は、先ほどもお伝えしたとおり、小学校用図書の採択年度となっておりまして、来年度

から使用開始となっているところです。また、来年度は、中学校が採択年度ということ

で続くことになります。現在、６月１２日まで南山城小学校にて教科書の巡回展示をさ

せていただいております。その後は、笠置小学校、和束小学校、和束町体験交流センタ
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ーと、順次、展示する予定になっております。教育委員の方々におかれましては、お時

間等、都合がつくようであれば、ご自宅の近くの展示会場まで、足をお運びいただき、

教科書の確認をお願いします。意見箱も設置しておりますで、参加された際は、ご意見

をいただけましたら幸いです。以上です。 

 

岡田教育長 

 ただ今の報告について、ご意見、ご質問をお受けしたいと思います。質問等のある方

は挙手願います。よろしいでしょうか。 

 

（各委員から特にないとの声あり） 

 

岡田教育長 

特に、ご質問がないようですので、次の７番から１２番までは、教育次長から報告し

ます。よろしくお願いします。 

 

竹谷教育次長 

 諸般の報告７、第１３回宵待ち隣町の宵涼み会の実施についてです。資料をつけさせ

ていただいておりますので、ご覧ください。日時は、７月１日の土曜日、午後３時から

です。場所は、笠置いこいの館の屋外エントランスで行う予定となっております。午後

３時から、宵涼み広場としまして、遊びコーナーや体験コーナー等が始まり、ステージ

の方が３時３０分からとなっております。フラダンスやダブルダッチ、読み語りが予定

されております。地域の方が多数出演していただける予定になっております。また、教

育委員の方々もご都合がよければ、ご来場いただければと思っております。 

 諸般の報告８、大人もwakawork体験事業「オカリナ体験教室」の実施についてです。

日時は、７月２４日の月曜日、午後１時３０分からです。場所は、和束町体験交流セン

ターを予定しております。講師は、南山城村在住の元小学校先生の馬場正幸さんに指導

をしていただく予定です。 

 諸般の報告９、３町村京のまなび教室合同事業「カヌー体験教室」の実施についてで

す。日時は、７月８日の土曜日、午前９時１０分からです。場所は、木津川で、笠置町

から木津川市加茂町までをカヌーで下る体験を予定しております。 

 諸般の報告１０、３町村京のまなび教室合同事業「夏休み絵画教室」の実施について

です。日時は、７月２６日の水曜日、午前９時からです。場所は、笠置小学校を予定し

ております。講師は、中学校で美術を教えている伊藤先生を講師に招き、指導をいただ

く予定となっております。定員は３０名までとさせていただいております。夏休みの課

題等について指導していただけたらと思っています。 

 諸般の報告１１、３町村京のまなび教室合同事業「夏休み工作教室」の実施について

です。日時は、８月２３日の水曜日、午前９時３０分からです。場所は、和束小学校を

予定しております。今回の工作教室では、木製のティッシュボックスを作ることになっ

ています。定員３０名です。講師は、和束森の体験隊の皆様に指導の方、お願いしてい

るところです。 
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 諸般の報告１２、「ゆるふる部活動」の実施についてです。日時は、７月３０日の日

曜日、午前９時３０分からです。場所は、和束町湯船のMTBLANDです。この「ゆるふる」

とは、チラシにあるように「ゆるやかに、ふるさと３町村のよさを・味わおう」を表現

した連合独自の言葉です。定員２０名です。指導は、専門の方々をお招きして、開催す

る予定としております。以上です。 

 

岡田教育長 

 ただ今の報告について、ご意見、ご質問をお受けしたいと思います。質問等のある方

は挙手願います。よろしいでしょうか。 

 

石橋委員 

 笠置の宵涼み会について、南山城分室の段野先生から、コーナーを担当するという話

を聞いたのですが、連合教育委員会との関係でそうなったのですか。それともその他の

団体との関りでなったのか教えてもらえますか。 

 

岡田教育長 

 ボランティアとしての要請があったのかもしれません。 

 

石橋委員 

 私も当日何かお手伝いできることがあれば、協力させていただこうと思います。 

 

岡田教育長 

 その他、何かありますか。ないようなので、諸般の報告は、以上で終わります。 

 日程第５、「議案第８号、和束町史編さん事業に係る報償費及び費用弁償の支給に関

する要綱の一部を改正する要綱」を議題とします。 

 会議資料⑵をご覧ください。議案を説明してください。 

 

竹谷教育次長 

 議案第８号、和束町史編さん事業に係る報償費及び費用弁償の支給に関する要綱の一

部を改正する要綱。上記の議案を提出する。令和５年６月７日提出。相楽東部広域連合

教育委員会教育長、岡田善行。提出の理由。和束町史執筆者設置要綱第３条第１項第１

号に定める「町史編さん資料の収集及び調査・研究」に係る日額の報償費を新たに規定

する必要があることから、本要綱の一部を改正するものです。議案を説明いたします。

現在、生涯学習課の和束町史編さん室において進めています町史編さん事業では、定員

枠一杯の１０名の町史編集委員の方が執筆者を兼ねていただいていますが、去る３月２

２日開催の編集委員会において執筆範囲の再編成等が行われ、新たな執筆者が必要とな

りました。町史編さんに関する規則・要綱において執筆者の日額あたりの報償費の規定

がなく、今後、執筆のみを依頼する専門家が増えることも見込まれることから、執筆者

についても編集委員と同額の報償費を追加し、執筆に係る調査等を充実させたいと考え

ております。新旧対照表を付けております。赤文字の「和束町史執筆者 日額 １０，



7 
 

０００円」を追加しております。以上が、要綱の一部改正の内容となります。よろしく

ご審議のうえ、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

岡田教育長 

 これより質疑を行います。質問のある方は挙手願います。いかがでしょうか。 

 

（各委員から特にないとの声あり） 

 

岡田教育長 

 ご質問がありませんので、これより採決します。 

 「議案第８号、和束町史編さん事業に係る報償費及び費用弁償の支給に関する要綱の

一部を改正する要綱」について、承認される方は挙手をお願いします。 

 

（「挙手全員」） 

 

岡田教育長 

 挙手全員です。よって、議案第８号は承認されました。 

 日程第６、その他です。 

 会議資料⑴の最後のページをご覧ください。 

 １の諸報告（送付済）事項の①から⑥は、事前に配布しております。⑦は、本日、配

布させていただきました。 

 何か、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。特に、ご質問がないようですので、

次に進みます。 

 ２の「次期定例教育委員会の開催日程（案）について」協議したいと思います。事務

局（案）を説明してください。 

 

竹谷教育次長 

 次回の定例教育委員会は、７月１９日の水曜日、午後３時からということで、計画さ

せていただきました。皆様、ご都合いかがでしょうか。 

 

（教育長、教育委員により「７月の定例教育委員会の日程」を協議する。） 

 

岡田教育長 

 次回の定例教育委員会は、７月１９日の水曜日、午後３時からです。場所は、和束町

体験交流センター会議室です。よろしくお願いします。 

 次に、３の「その他」です。事務局から説明してください。 

 

竹谷教育次長 
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 ８月の定例教育委員会の開催日程についてです。日時は、８月３０日の水曜日、午後

３時からです。場所は、和束町体験交流センター会議室です。議案は、令和６年度以降

に使用する小学校教科用図書の採択をお願いしたいと考えております。また、連合の教

育行政点検評価委員さんの委嘱についてもご審議をお願いしたいと考えております。以

上です。 

 

岡田教育長 

 以上で、本日の日程は、すべて終了しました。何か、ご意見、ご質問がありましたら

お願いします。特に、ないようですので、これをもちまして、令和５年度第３回定例教

育委員会を終了させていただきます。ご苦労さまでした。 

 

 〈午後３時５１分閉会〉 

     

― 了 ― 


